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　おわりに

は じ め に

周知のように，メキシコにおいては 1980 年

代後半以降，経済社会の広範な分野で新自由主

義的な改革が断行された（注１）。それは，1960 年

代半ばから停滞期に入り，1970 年代からは構

造的な不振に陥っていた農業部門に対しても当

然のごとく適用された。1985 年 7 月から本格

的 に 着 手 さ れ た 貿 易 自 由 化 は，1986 年 の

GATT 加盟を経て，1994 年に発効した北米自

由 貿 易 協 定（North�American�Free�Trade�

Agreement：NAFTA）に行き着いた。NAFTA

の下においては，トウモロコシとフリホル豆，

そして粉ミルクに 14 年という長期の移行期間

が設定されはしたものの，農産物貿易も原則と

して全面的に自由化された。このことは，とり

もなおさず世界最大の農産物輸出国であったア

メリカ合衆国からの輸入に障壁がなくなること

を意味するものであった。
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《要　約》

メキシコにおいては，1992 年に農地所有制度に関する抜本的な改革が実施された。それは，端的に

いえば，農地所有権の確定と農地所有権・用益権の流動化を通じて農地そのものおよび農業生産施

設・設備に対する投資を促し，農業経営の規模拡大と生産性の向上を図ろうとするものであった。し

かし，実際には農地所有権の移転は限定的であり，また農地用益権の移転についても地域的な偏りが

あるのが実態である。本稿では，このような地域的な差異の原因のひとつとして，それぞれの地域に

おいて歴史的に形成されてきた「土地と農に関する捉え方」の違いを指摘する。メキシコ中部・南部

を占めるメソアメリカ地域においては，先住民人口の比率が高いこともあり，農地についても，また

主作物であるトウモロコシについても「財」として捉える見方が希薄である。それに対し北部の広大

な部分を占めるアリドアメリカ地域においては，それぞれ生産要素，販売商品とする見方が卓越して

いる。このような「土地と農に関する捉え方」の相違は，それぞれの地域において優勢である生産構

造にも，「第二種兼業農家化」と「賃借を通じた規模拡大」という差異を生み出している。
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貿易自由化は，新自由主義改革の重要な要素

ではあったが，それだけで新たな政策思潮のす

べてを語ることはできない。貿易自由化を米国

との国際条約で取り決めたことは，むしろそう

した思潮にもとづく改革を後戻りさせないため

の錨の役割をもたせるための措置であったとい

うことができよう。特に農業部門にあっては，

農業用水や地下水汲み上げ用電力への補助金の

撤廃，種子や化学肥料といった投入財を生産す

る国営企業の解体・民営化，農産物価格支持制

度の廃止，農業試験場予算の大幅削減といった

国家の役割の縮小，および歴代政権に正統性を

与える政治的資源のひとつであった農地改革の

終了に象徴される農地所有制度改革など，メキ

シコ革命後に形作られ，その「成果」とされて

きたものを根底から覆すほどの激変をもたらし

たのである［谷�2014］。

本稿は，この農地所有制度改革（注２）を上で述

べた一連の制度変更の中に位置づけ，それがメ

キシコの農地構造の実態と農業生産の動向にど

のような帰結をもたらしたのかを検討しようと

するものである。そのために，まず第 I 節で先

行研究を参照しながら，問題の所在と本稿の課

題を確定することにしよう。

I　先行研究と問題の所在

1 ．農地所有制度改革前の状況

メキシコの農地制度については，1910 年に

勃発した革命後の歴代政権下で実施された農地

改革に触れないわけにはいかない。これについ

ては，メキシコ近現代史の重要事項のひとつで

もあり，また特に 1930 年代半ば以降の時代に

あっては，重要な政治的資源とされたこともあ

って，膨大な研究蓄積がある。この時代の農地

制度について包括的にまとめたものとして

Reyes�Osorio�et�al.�［1974］がある。またわが国

においては，石井章が同書の抄訳［石井�1976］

を発表したほか，1960～90 年代にメキシコの

農地構造および農地改革に関する一連の論考を

発表し，それらは石井［2008］の第Ⅱ部として

再編された形でまとめられている。ここでは，

それらに拠りつつ，1992 年の制度変更直前の

メキシコにおける農地制度を必要な範囲に限っ

て概観しておこう。

農地改革は，革命後に成立した 1917 年憲法

（現行憲法であるが頻繁に修正される）第 27 条が

法源となっているが，そこでは 100 ヘクタール

（灌漑地換算）を超える農地は接収の対象とされ

る。他方，生活に十分な農地を有しない農民は

政府に対し，その分配を請求することができる

が，それは個人単位ではなく，最低 20 人が

「エヒード（ejido）」と呼ばれる人為的な村落を

結成し，その単位で手続きを行うこととされた。

エ ヒ ー ド は 居 住 区（fundo� legal） と 共 有 地

（tierras�de�uso�común），そしてエヒードの構成

員である農民（ejidatario，以下「エヒード農」と

呼ぶ）が個別に耕作する分割農地（parcela）か

ら成るが，分割農地のエヒード農 1 人当たりの

分配面積は 10 ヘクタール（同）とされた。こ

こで注意すべきは，エヒードの土地所有権は国

に留め置かれ，エヒード農はその用益権・耕作

権を付与されたに過ぎないということである。

したがって，エヒード農は農地の売却，賃貸借，

担保化が許されず，連続する 2 年にわたり耕作

しなかった場合には，エヒード当局が耕作権を

没収し，別のエヒード居住者に割り当てること

とされていた。
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2 ．農地所有制度改革について

1991 年 12 月に可決成立し，翌 92 年 1 月に

施行された憲法第 27 条修正により，メキシコ

の農地所有制度は大きく変更された。その内容

は，（1）農地分配を請求する権利に関する規定

が削除され，農地改革に完全に終止符が打たれ

たこと，（2）エヒード農地の所有権が法人格を

与えられたエヒードに移転され，その内部での

売買や賃貸借，エヒード外の個人や企業も含め

た主体との合弁事業も許されるようになったこ

と，さらには（3）農地をエヒード制度の枠か

ら外し「完全所有権（dominio�pleno）」を設定

することにも道が開かれたことである。

この制度変更の意図については，当時大統領

で あ っ た サ リ ー ナ ス（Carlos�Salinas�de�

Gortari）の回想録に記載がある［Salinas�2002］。

同書は 1400 ページ近い大部なものであるが，

その第 23 章が「農村における不可欠の改革」

としてこれにあてられている。文章の性質上，

在任中の大統領教書や大統領府，農業水資源省，

農地改革省の公文書などにもとづいた記述にな

っている。それによれば，この制度変更を断行

した理由は，分配請求に見合うだけの農地がす

でに残っていないこと，エヒード農地の所有権

を確定することで農業投資を促すこと，エヒー

ド内での売買や賃貸借を可能にすることで経営

規模の拡大に道を開くこと，農民に対する政治

的コントロールの道具に堕していたエヒードを

生産・生活の手段とすることであった［Salinas�

2002,�684-686］。なお，サリーナスが米ハーバー

ド大学で博士号を取得した際の学位請求論文は，

フィールドワークにもとづきながら農村開発を

テーマとしたものであり，この政策は，やはり

農村振興に密接に関わるものであった国民連帯

計 画（Programa�Nacional� de� Solidaridad：

Pronasol）とともにサリーナス政権の目玉であ

ったことがうかがえる。

農地制度に手を加えるということは，1929

年の結党以来「メキシコ革命の後継者」を標榜

しつつ，一貫して政権を担ってきた制度的革命

党（Partido�Revolucionario� Institucional：PRI）

にとっては百八十度の政策転換であった。特に

農地改革は革命がもたらした最大の「成果」の

ひとつとして長きにわたり喧伝されてきたもの

であり，既得権益を守ろうとする反対や，感情

的な反発も含め，さまざまな批判に晒された。

Calva［1993］は，農地改革の終了を植民地時

代から革命前までに至る時代にみられた大土地

所有制への回帰とみなし，サリーナス政権が狙

った，農業生産における経営規模の拡大とそれ

による規模の経済の実現，ならびに中間財・資

本財の投入という労働節約型技術の採用は，土

地および資本が豊富かつ労働が不足している米

国やカナダには相応しいものの，逆に土地が希

少な生産要素であるメキシコにおいては望まし

い政策ではないと位置づけた。そして，採用さ

れるべき政策は，メキシコに豊富に存在する労

働力に技術を与えて土地集約性の向上を図り，

それによって中小規模の営農を振興することで

あるとした［Calva�1993,�10］。

3 ．農地所有制度改革の帰結について

それでは，この制度変更によって，実際には

どの程度の農地所有権が移転したのであろうか。

この点について，農業センサスおよびエヒード

センサス，ならびに 1992 年の制度変更で新設

さ れ た 全 国 農 地 登 記 局（Registro�Agrario�

Nacional：RAN）のデータに依拠しつつ，包括
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的 に ま と め た の が Robles�Berlanga［2012a;�

2012b］である。これは，アフリカや南米各国

で広がりつつある，いわゆる「土地収奪（land�

grabbing）」について，国連食糧農業機関（Food�

and�Agriculture�Organization：FAO）がとりま

とめたラテンアメリカ・カリブ地域の国別事例

研究の 1 章を構成するものであった。それによ

れば，メキシコにおいては農地所有制度改革に

もかかわらず，外国人の土地所有に関して大き

な制約が課されているため，FAO が定義して

いるような意味での土地収奪は発生していない。

1992 年の制度変更により農地の売却はおよそ

309 万ヘクタール（全農地の約 1.6 パーセント）

の規模で起こっているが，それは農地の集積と

いうよりもむしろ細分化につながっている。完

全所有権の設定やエヒード農地の売買は，もっ

ぱら農業以外の用途（住宅開発や観光リゾート施

設の建設など）への転用に絡んで行なわれている。

それに対し，農地の用益権移転（賃貸，分益小作，

無償貸与など）は比較的活発に行われており，

およそ 633 万ヘクタールと耕作可能面積（約

2200 万ヘクタール）の 28.8 パーセントに及んで

いる。ただし，これには地域差があり，同国の

北部・北西部で大規模に行われており，特にシ

ナロア州で顕著であることが示されている。

この研究は，こうした農地所有権・用益権の

移転とならんで契約栽培も，主としてアグリビ

ジネス企業による「大規模な土地集積の手段」

と捉えられると指摘している。Echánove�and�

Steffen［2005］は，特にタバコ，サトウキビ，

養鶏，養豚，輸出向け蔬菜・果実類の分野で契

約栽培／契約生産が優勢であり，穀物では小麦

やビール麦などで特定の企業向けのものがみら

れるほかは，近年において連邦政府が推進して

いるトウモロコシ等の契約農業（Agricultura�

por�Contrato：AxC）制度に付随する補助金を

目当てにしたものであると断じ，農地所有権・

用益権の集積が作物特性によって説明できるこ

とを示唆している。

農地所有制度改革は，先にも触れたが，1970

年代以降のメキシコでみられた農業生産の停滞

を打破することを目指すとして導入された政策

である。それでは，それは実際に農業生産の増

加に結びついたのであろうか。これについては，

農地所有制度改革だけの影響を取り出すことは

不可能である。この政策と相前後して実施され

たさまざまな政策，特に NAFTA の影響が大

きい。メキシコに比較優位があるとされた蔬

菜・果実類については，その生産も輸出も大き

く伸び，品目の多様化や高付加価値化など新た

な動きもみられるようになってきている。また，

それとともに，比較劣位があると目されていた

トウモロコシについても，その生産量は，特に

21 世紀に入ってからめざましい増加を示して

いる。マクロ的に捉えるならば，一見して大き

な成果に結びついたようにもみえるが，これに

ついても大きな地域差があることが明らかにさ

れており，実態は複雑である。主要な消費地で

ある首都メキシコ市周辺の諸州では生産が停滞

した一方で，伝統的にはトウモロコシ生産州で

はなかった北西部のシナロア州が首位に躍り出

るなど，大きな変化がもたらされている［谷�

2011］。農地用益権移転の面で大きな動きがあ

ったシナロア州でトウモロコシ生産が激増した

ことは示唆的である。

4 ．問題の所在と本稿の課題

前項までで示したような研究動向を踏まえた
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とき，そこからはどのような課題を引き出すこ

とができるのであろうか。まず，1992 年の農

地所有制度改革は，それまで禁止されていたエ

ヒード農地の所有権・用益権移転と，合弁を名

目としてのものではあるが，株式会社による農

地所有に道を開くものであった。しかしこれは，

所有権の確定，生産規模の拡大，農業の「ビジ

ネス化」が望ましいものだとしても，それが実

現されるための必要条件に過ぎず，十分条件で

は決してない。同様に，農地の集積と大土地所

有制への回帰が望ましくないことだとしても，

そのような事態が確実に出来することを意味す

るわけでもない。現実には，北部・北西部で用

益権移転を中心に農地が動く一方で，北西部シ

ナロア州では比較劣位があると目されていたト

ウモロコシ生産が激増したこと，また非伝統的

輸出産品である蔬菜・果実類では，農地所有

権・用益権の集積というよりは，契約栽培が選

好されていること，以上 2 点が生起している。

このような動きは，前項で示したように，作物

特性，すなわち，特定の作物がその性質上，特

定の土地制度や生産方法を誘発する傾向がある

という観点から説明できるとも考えられる。

しかしながら，この作物特性が示す一般的な

傾向から外れるケースも散見される。例えば，

メキシコにおける輸出向け蔬菜・果実類の筆頭

であるトマト生産の分野では，1990 年代初頭

に灌漑用水や地下水汲み上げ用電力に対する政

府の補助金がカットされ，それによって生産コ

ストが上昇した際に，資金力が乏しく水節約的

な技術の導入ができなかった中小規模の生産者

が，土地および生産設備を大規模生産者に売却

して撤退し，寡占化が進行した事例がシナロア

州でみられた［Lara�1998,�178-188］。他方，トウ

モロコシが生産されている場合でも，メキシコ

のほとんどの地域では農地の移転による規模拡

大には結びついておらず［谷�2011］，作物特性

という要因を完全に否定する必要はないものの，

別の要因もあわせて考える必要がある。

ここで，トウモロコシの事例でもトマトの事

例でも農地の集積が進んだのがシナロア州であ

ったことは注目に値する。農地所有制度改革に

ついては，本節第 2 項で示したように，まった

く異なる方向性の議論が併存し，かつそれが多

年にわたり平行線を描いてきたということがで

きる。これは，政治的・イデオロギー的偏差と

捉えることもできるが，むしろそれぞれの論の

前提になっている「土地や農に関する捉え方」

が異なっているところにその原因を求める方が

建設的である。地理的・歴史的・文化的な多様

性が極めて高いメキシコにおいて，その中のど

の地域に焦点を当てて分析するかによって，み

えてくる「メキシコ像」は著しく異なってくる

のではないか。そして，その結ばれた像をいた

ずらに一般化することは，採用されるべき政策

に関する判断を誤らせることにも繋がるのでは

ないか。

そのように考えるとき，思考の導きの糸とな

るのが「メソアメリカ（Mesoamérica）」と「ア

リドアメリカ（Aridoamérica）」という，先ス

ペイン期以来の地理的・歴史的・文化的背景を

踏まえた地域区分である。前者は，古くから住

民が多く居住しており，スペイン人の到来後，

その治下にあっては，先住民村落の首長を通じ

た間接的な統治が行われた歴史をもつ。したが

って，その社会の基層においては先住民文化の

影響が現在でも色濃く残存している。他方，後

者は，銀鉱山などを求めるスペイン人らが，先
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住民を駆逐する形でその支配を広げた地域であ

り，新開地的な性格をもつ。このような地域の

性格の違いが，現在に至るまで土地や農に関す

る観念の相違に影響を与えていることが考えら

れるのである。

本稿はこのような考え方に立ち，以下の 2 点

をその課題とするものである。それは第 1 に，

農地所有制度改革という法制上の変化が，実際

の農地所有構造とそれにもとづく農業生産にど

のような作用をもたらしたかを明らかにするこ

とである。第 2 には，このように全国一律に適

用された法制度の変更に対し，上述の「メソア

メリカ」「アリドアメリカ」それぞれの地域に

おいて異なる反応がみられてきたことに着目し，

それぞれの地域が歴史的に形成してきた「土地

や農に対する基本的な捉え方」が，先に触れた

作物特性に加え，今ひとつの要因として指摘で

きることを仮説的に提示することである。これ

をもって今後の研究の方向性を指し示したいと

考えている。

そのために，以下，第Ⅱ節では，法制上の変

化についてその概要をまとめる。そこでは，

1992 年に施行された憲法第 27 条修正とその実

施法として制定された新農地法による農地所有

制度改革について概観する。それに次いで，

1990 年代を通じて行われた国営大衆消費物資

供 給 公 社（Compañía�Nacional�de�Subsistencias�

Populares：CONASUPO）の縮小・廃止の過程

が叙述される。これは，第Ⅲ節でトウモロコシ

を事例として双方の地域における農業生産への

影響を検討するための準備作業である。なお，

ここでトウモロコシという単一の作物に事例を

絞るのは，本稿の主題である「土地や農に対す

る基本的な捉え方」以外の主要な差異である作

物特性の影響を排除するためである。

続く第Ⅲ節では，これらの制度変更を受け止

める側のロジックが検討される。農地所有制度

改革においては，土地はまずもって生産要素と

して捉えられた。同様に CONASUPO 改革に

おいてトウモロコシは，主として食糧として供

給される消費財として認識されていた。これら

の制度改革がもたらした帰結には，農地所有構

造の変化についても，また農業生産上の変化に

ついても大きな地域差がみられたが，その差の

一端を本稿では「土地や農に対する基本的な捉

え方」に求めようとするものである。すなわち，

土地や農がそれぞれ単なる「生産要素」や「産

業」として認識されるにとどまらず，それに別

の価値が付与されているかどうかが，農地取引

の態様や農業生産構造の変化に影響を与えてい

るのではないかと考えるのである。これらの認

識については，メキシコ国内のさまざまな地域

それぞれの歴史や民族構成，地理的特徴などを

反映して大きな多様性をもっており，詳細な事

例研究を重ねていく必要がある。本稿では，ま

ずは現状を図式的に大掴みするために，同国の

国土を南北に二分した上で，それぞれの地域に

おいて土地や農がどのように捉えられてきたの

かを検討する。なお，このうち「農」について

は，先述の通りトウモロコシ生産を事例として

取り上げることとする。

「おわりに」では，本稿全体の議論を要約す

るとともに，メソアメリカ地域においても土地

や農に対する捉え方に変化の兆しがみえてきて

いることを示しつつ，これを判断基準のひとつ

として，メソアメリカ地域内の農地構造と農業

生産の分化について明らかにしていくことを今

後の課題として提示する。
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Ⅱ　憲法第 27 条修正と新農地法の制定

1 ．�憲法第 27 条修正による農地所有制度改

革

⑴　憲法第 27 条修正のねらいと位置づけ

ここでは，1992 年 1 月 6 日に公布され，翌

日施行された憲法第 27 条第 15 次修正および同

条の実施法にあたる農地法（Ley�Agraria，1992

年 2 月 26 日制定）の規定にもとづき農地所有制

度にどのような変更が加えられたのかを概観し，

その政策意図を検討する（注３）。

このときの制度変更の眼目を，説明の都合上，

第 I 節とは少々異なる形で分節化すると，それ

は，①農地改革に明示的に終了が宣言されたこ

と，②それまで認められていなかった株式会社

による農地所有が許されるようになったこと，

そして③農地改革によって創設されたエヒード

について，完全私有化も含め，その取り扱いが

その成員の裁量に委ねられるようになったこと，

以上 3 点である。

①農地改革の終了

農地改革は，メキシコ革命の旗印のひとつと

され，歴代政権の重要な政治的資源であった。

第 15 次修正前の憲法第 27 条では，必要に十分

なだけの土地および水利をもたない集落は，申

請によりそれを授与される権利を有することが

規定されていた。このことは，農業によって生

計を立てようとする農民には生存権のひとつと

して耕作権が付与されていたことを意味する。

「必要に十分なだけの土地」の面積については，

1947 年に施行された同条第 5 次修正において，

灌漑地および湿潤地の場合，耕作者 1 人当たり

10 ヘクタール，天水農地の場合はその 2 倍，

良質の牧草地の場合は 4 倍，乾燥牧草地の場合

は 8 倍と規定されていた。その一方で，1970

年代までのメキシコ，特に農村部においては，

きわめて高い人口増加率が記録されていた。ま

た農地改革により耕作権の分配を受けた者は，

その子 1 人にしか耕作権を相続することができ

なかった。このことは，法規定通りに農地改革

を実施し続けようとするならば，分配される

（したがって接収対象となる）農地も増加し続け

なければならないことを意味したのである。

サリーナス大統領（当時）は，第 15 次修正

の趣旨説明では，分配できる農地が十分には存

在しないことを明言し，それを農地改革終了の

ひとつの根拠としている［Salinas�2002］が，こ

の政策は，それとともに農地の所有権を確定し，

それによって現在の農地所有者および農地を購

入しようとする事業者にとっての不確実性を低

減させることで，灌漑施設や土壌改良などへの

投資を促し，それによって農業部門における生

産性を向上させようという意図をもあわせもっ

ていたと考えるべきであろう。またそれは，

1982 年に国有化された銀行の再民営化をはじ

めとする国営企業の売却を進めようとしていた

政権にとって，潜在的な投資家である経済界に

対し，資産の接収は決して行わないという政府

の決意表明の意味をも付与されていたはずであ

る。

②株式会社による農地所有許可

上の点とも関連するが，革命後のメキシコに

おいては，少なくとも建前としては自作農主義

がとられていたとみてよい。100 ヘクタール

（灌漑地換算）が農地改革による接収の対象とな

り得る閾値であったこと，先述の通り農地改革

による分配面積が 1 人当たり 10 ヘクタール
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（同）であったことは，その反映であったとい

うことができる。農地改革を主唱した有力な革

命勢力であったサパタ（Emiliano�Zapata）の本

拠地であったモレロス（Morelos）州では，デ

ィアス（Porfirio�Díaz）政権期（1877～1911 年）

に近代化・企業化した糖業アシエンダが先住民

集落が有していた水利権を侵害した歴史があり

［国本�1983］，また国の北部・北西部地方におい

ては，後述するように米国系のデベロッパーが

広大な土地を手中に収めていった［Dwyer�

2008］。こうしたことから，営利企業が農地を

所有することに対する不信感が醸成されていた

ものと思われる。

憲法第 27 条第 15 次修正で認められた株式会

社による農地所有面積は，個人所有面積上限の

25 倍までとされた。すなわち灌漑地換算で

2500 ヘクタールまでが株式会社によって合法

的に所有できることとなった。バナナ，サトウ

キビ，コーヒー，テキーラの原料となるリュウ

ゼ ツ ラ ン（agave）， 食 用 ウ チ ワ サ ボ テ ン

（nopal）などの商品作物が栽培されている場合

は，個人による所有上限が 300 ヘクタールにま

で拡大されるので，株式会社の場合には 7500

ヘクタールまで所有できることになる。これに

ついては，従来，非合法の形ながら進行してい

た商品作物の効率的な大規模経営（いわゆる

「ネオラティフンディオ（neolatifundio）」）を追認

する動きであるともみられている［石井�2008,�

186-187］。

③エヒードの処分自由化

エヒードとは，農地改革によって創設された

制度である。先述のように，農地改革はメキシ

コ革命とそれに続く諸政権の旗印のひとつであ

ったわけであるが，農地の分配を受けようとす

る農民は，個人ではそれを申請することができ

ず，20 人以上が集まって「エヒード」を組織

した上で申請することとされていた。つまりエ

ヒードは，人為的な村落として機能するもので

あり，最高議決機関としての総会（asamblea�

general），執行機関としてのエヒード委員会

（comisariado�ejidal），監査機関としての監視委

員会（consejo�de�vigilancia）が設置され，三権

分立を模した機構にもとづいて運営がなされる

とされている。

土地の観点からいうと，エヒードは，共有地，

居住区，および個々のエヒード農民に割り当て

られる分割農地から構成されるが，ここで重要

なのは，彼らが国家から授与されたのは，エヒ

ードの土地の所有権ではなく，占有権・耕作権

にすぎなかったことである。したがって，エヒ

ード農民は自らの分配地を売却したり，賃貸に

出したり，またそれを担保に融資を受けたりと

いった行為を禁じられていた。連続する 2 年に

わたって耕作が行われなければ，エヒード委員

会は当該エヒード農民の耕作権を没収し，他の

エヒード居住者にそれを割り当てることができ

た。相続はエヒード農民の子 1 人に対してのみ

であり，複数の子に分割相続することはできな

かった。このようにエヒード農民が授与された

権利には大きな制約が課せられていたが，これ

は分配の対象となった農地が，売却の末に，あ

るいは債務の担保として再び大土地所有者の手

中に帰したり，逆にエヒード農民が不在地主化

したり，または分割農地が細分化してエヒード

農民が困窮化したりといった事態をあらかじめ

避けようとした規定であったと読むことができ

る。

しかしながら 1992 年の制度変更は，このよ
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うな制約こそがエヒードの効率性を阻害する要

因であると捉えていた。その根拠は，「所有

権」をキーワードに以下のように説明すること

ができる。まず分割農地は，先述のように，た

とえ同一エヒード内であっても売買や賃貸借が

禁じられていたので，生産意欲のあるエヒード

農民がいたとしても規模拡大することができな

かった。同様にエヒード農地は融資の担保とす

ることができなかったので，民間金融機関から

の融資で土地に対する投資を行い，生産性の向

上を図ることも困難であった。運転資金に関し

て も， 融 資 は 国 立 農 村 信 用 銀 行（Banco�

Nacional�de�Crédito�Rural：BANRURAL） に 頼

らざるを得なかったが，それはたとえ受けるこ

とができても，耕作サイクルからみると必ずし

も適切なタイミングで融資を受けられるとは限

らず，生産効率上の問題が少なくなかったとい

う［De�Janvry,�Gordillo�and�Sadoulet�1997］。 こ

のようなことから，1992 年の修正では，エヒ

ードに法人格が与えられたほか，耕作権を賃貸

や合弁の形で同一エヒード内の農民や企業を含

む第三者に対して移譲することも可能となった。

さらには，エヒード総会の決議が必要ではある

ものの，各エヒード農民が自らの分割地につい

て「完全所有権」を取得し，エヒード制度から

離脱できるようにもなったのである。

それでは，このような制度変更が行われてか

らの 20 年あまりで，エヒード農地はどの程度，

流動化したのであろうか。政府の目論見どおり，

エヒード農地は土地市場で取引され，それによ

って農業生産の規模拡大と効率化が図られるこ

とになったのであろうか。

⑵　エヒード私有化の浸透度

1992 年の憲法第 27 条第 15 次修正は，一連

の自由化・規制緩和政策の一環として，それら

と時を同じくして実施されたために，エヒード

農地の私有化（privatización）といったときに，

そ れ が あ た か も 国 営 企 業 の 民 営 化

（privatización）と同等のものという印象を与え

ることにもなった。しかしながら，エヒード制

度に関して実際にとられた政策は，前項末尾で

触れたように，その分割農地の私有地化を選択

肢のひとつに加えることができるというものに

すぎなかった。しかも，それについては，エヒ

ード総会の 3 分の 2 の賛成をもってして初めて

その道が開かれるという，きわめて抑制的なも

のであった。

それでは，実際にどの程度のエヒード農地が

私有地化されることになったのであろうか。結

論からいえば，それが即座に私有地化され，売

却の対象となったケースはそれほど一般的では

なかった。それはひとつには，商業的価値のあ

るエヒード農地については，1992 年の時点で

すでに非合法の形で商業化し尽くされており

［Cornelius�1992］，合法化そのものが土地取引の

直接的な動機には必ずしもならなかったことに

よる。2008 年 12 月までに完全所有権を取得し

たエヒード農地は，全体の 2.2 パーセント，面

積で 193 万 4000 ヘクタールにとどまっている。

これは，当該農地の使用者が，完全私有地化に

よって経済的便益が得られる，あるいは所有権

がさらに確実なものになるという期待を抱いて

い な い こ と の 反 映 で あ る［Robles�Berlanga�

2012b,�533-534］。さらにいえば，完全私有地化

によって，エヒード制度の下にあった際には課

されなかった固定資産税を支払わなければなら

なくなるといった要因も関係しているという

［Usabiaga�2013］。
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合弁事業に関してみても，それは必ずしも農

業生産の規模拡大に繋がったわけではない。む

しろ都市化にともなう宅地造成やリゾート開発

などを目的としたものが大半であった。しかも

分割農地が切り売りされた形になったことを考

えると，農地の集積・農業生産活動の大規模化

というよりは，むしろ農業生産が組織される空

間が虫食い状態になり，空洞化したというべき

で あ る［Robles�Berlanga�2012a,�311-317;�2012b,�

535］。

1992 年憲法第 27 条第 15 次修正のもうひと

つの眼目は，当該エヒードがエヒード制度の下

にとどまった際の権利関係の整備である。その

場合，エヒード農地の所有権は，新たに法人格

が付与された人為的集落としてのエヒードがも

つことになり，それが各エヒード農民に分割農

地の耕作権や共有地の利用権を与える役割を果

たすことになる。その耕作権・利用権にかかる

権利書を発行し，それを確定するために策定さ

れた政策が「エヒード権・居住区登記証明書発

行 プ ロ グ ラ ム（Programa�de�Certificación�de�

Derechos� Ejidales� y� Titulación� de� Solares�

Urbanos：PROCEDE）」である。

先にも触れたように，エヒードとして分配さ

れる農地面積は，1947 年に実施された憲法第

27 条修正で 1 人当り 10 ヘクタール（灌漑地換

算）と規定されていた。しかしながら，分配の

対象となる地域に十分な面積の農地があるとは

限らない。もしそれがなければ，当然のことな

がら規定どおりの分配はなされ得ない。その場

合，当該分配は規定どおりの面積が分配される

までの「暫定措置」とされ，法的に正式なもの

とはみなされなかった。エヒードの 3 分の 1 が

このような状態に置かれていたともいわれる

［Varo�2002,�172］。このことは，「暫定」的に農

地を割り当てられ，耕作を続けてきたエヒード

農民にとって，常にその措置が解除される，す

なわち自らの分割農地を取り上げられるリスク

があることを意味していた。エヒードのリーダ

ーや執行部による恣意的な農地の没収と配分も

横行していたという。権利が確定することでエ

ヒード内部での不正や腐敗が防がれるとともに，

金融機関から融資を受け，また農地に対する投

資を行う余地が生まれたとされる［Varo�2002,�

173-174］。

権利の確定により，エヒード農地（の耕作

権）の売買や賃貸借も可能となった。1991 年

と 2007 年の農業センサスおよび 1991 年，2001

年，2007 年のエヒードセンサスを比較した研

究［Robles�Berlanga�2012a,�311-317］によれば，

売買については，およそ 3 分の 2 のエヒードに

おいて何らかの形で行われた。土地取引の多く

は同一エヒード内で行われているが，第三者へ

の売却も半数強のエヒードで観察されており，

このこと自体は珍しい事象ではない。しかしな

がら取引された面積でみると，2007 年までの

10 年間に売買されたのは，エヒード農地の 3

パーセント弱に過ぎず，決して大きな値ではな

い。ただし，農地法で定められている RAN へ

の売買登記がなされないことも多く，センサス

の数値自体がどの程度実態を反映したものであ

る か は 必 ず し も 明 ら か で は な い［Robles�

Berlanga�2012a;�Varo�2002］。

他方，エヒード農地の賃貸借については，か

なり活発に行われている。De�Janvry,�Gordillo�

and�Sadoulet［1997,�36］によれば，制度変更を

挟んだ 1990 年から 1994 年の間に，自らの保有

地以外の土地を利用しているエヒード農民は
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4.7 パーセントから 8.5 パーセントへ，また農

地を賃貸に出しているエヒード農民は 1.4 パー

セントから 4.9 パーセントへとそれぞれ急増し

た。また Robles�Berlanga�［2012a,�319］によれ

ば，2007 年において何らかの賃貸借が行われ

た農地は 633 万ヘクタールあまりに上り（表 2

参照），これは耕地面積の 20.3 パーセント，可

耕面積の 28.6 パーセントにそれぞれ相当する。

用益権の移転を通じた農地の集積・大規模化が

進んでいると考えられる。

2 ．�トウモロコシ流通制度の改革�

―CONASUPOの縮小と廃止―

このような農地所有制度改革と，それに対し

て実際に生起した農地構造の変化は，農業生産

にどのように反映されたのであろうか。次節に

おいて，この点を明らかにする準備作業として，

本項ではトウモロコシの流通に関する制度の改

変について，その概略を記しておくことにする。

トウモロコシについては，1990 年代まで公

的部門の果たす役割がきわめて大きかった。周

知のようにトウモロコシはメソアメリカ地域を

原産地とし，現在に至るまでその地域に住む

人々にとって主食の地位を占めてきた。都市化

が急速に進んだ 20 世紀のメキシコにおいて，

首都メキシコ市をはじめとする主要都市で増え

続ける住民に安定的にトウモロコシを供給でき

るか否かは，歴代政権にとってきわめて重要な

政治的課題であった。そのために連邦政府は，

1930 年代から徐々に食糧管理制度を整備して

いった。具体的にいうならば，政府が保証価格

（precio�de�garantía）で主要穀物を買い上げ，国

立大衆消費物資供給公社（CONASUPO）を通

じて国内流通を司るとともに，輸出入を独占す

ることによって国内市場における過不足を調整

するというものであった（注４）。

この制度は，都市部への食糧の安定供給とそ

れを通じた物価安定ならびに農業生産者の所得

安定という，両立困難な 2 つの目的を有するも

のである。その時々の経済環境や政治動向にし

たがい，また物価上昇率の推移も勘案しながら，

保証価格を据え置いたり引き上げたりすること

で，実際の政策運営はこれら 2 つの政策目標の

間を揺れ動いた。しかしながら，どちらかとい

えば前者がめざされる期間が長かったといえる。

ただし，大量の穀物を安定的に調達するという

点で，北部地域において大規模にかつ商業的に

生産されていた小麦に関しては比較的容易であ

ったが，第Ⅲ節で詳述するように小規模生産者

が 多 か っ た ト ウ モ ロ コ シ に つ い て は

CONASUPO による大量調達は困難であった

［Ochoa�2000］。こうしたことから 1970 年代に

は首都近郊のメヒコ州（Estado�de�México）に

おいて CONASUPO が大規模な集荷ネットワ

ークを構築したほか，改良種子の普及や国立農

村信用銀行による融資など連邦政府機関による

生産梃子入れ策がなされたのであった［谷�

2011,�217］。

1980 年代以降の貿易自由化・国内規制緩和

政策の一環として，まず 1990 年にはトウモロ

コシとフリホル豆（注５）以外の 10 品目がこの制

度の対象外となり，CONASUPO の業務は大幅

に縮小された。翌 1991 年には，農業省の下部

機関として「農牧産品流通支援サービス機構
（Apoyos� y� Servicios� a� la� Comercialización�

Agropecuaria：ASERCA）」が設置され，連邦政

府の農業政策は「ビジネスとしての農業」を支

援・促進する方向へと明確に舵を切るところと
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なった。

しかし CONASUPO の業務縮小と同じタイ

ミングでトウモロコシとフリホル豆の保証価格

は，それぞれ 46 パーセント，79 パーセントと

大幅に引き上げられた［Appendini�2001,�264］。

このことは，フリホル豆（1994 年）とトウモロ

コシ（1999 年）の保証価格が廃止され既存の食

糧管理制度すべてが解体されるまでの間，この

2 品目の相対価格が上昇し，その生産が商業的

に有利になることを意味した。この政策変更は，

1993 年に導入された穀物生産者への作付面積

に応じた直接所得補償政策である「農村直接支

援プログラム（Programa�de�Apoyos�Directos�al�

Campo：PROCAMPO）」とともに，構想と交渉

が進行しつつあった NAFTA の影響を緩和す

る機能を有するものでもあったが，これが農地

所有制度改革と時を同じくして実施されたこと

は，メキシコにおけるトウモロコシの生産・流

通・消費の動向に大きな変化を惹起するところ

となった。

これら一連の制度改革は，しかしメキシコ全

土にわたり一様の反応を引き起こしたわけでは

ない。地域ごとの差異にはさまざまな要因が考

えられるが，本稿では，歴史的に形成されてき

た「土地と農に関する捉え方」がその受容と拒

絶に大きな影響を及ぼしたと考える。こうした

制度改革の受け手側の模様について，メキシコ

を大きく 2 地域に分けて，以下節を改め検討し

ていくこととする。

Ⅲ　制度改革の受容と拒絶―メソアメ
リカ地域とアリドアメリカ地域―

1 ．�メソアメリカとアリドアメリカ

―歴史的制度形成の相違にもとづく地

域区分―

前節第 1 項でみたように，憲法第 27 条修正

により新たに許されることになったエヒード農

地の完全私有化や用益権の売買，賃貸借は，メ

キシコ全土で一様に起こっているわけではない。

地域間で大きな差異があるといわねばならない。

生産される作物，営農規模，地形や肥沃度，灌

漑の有無などさまざまな要因が介在するため，

農地所有権・用益権の移転状況とその理由につ

いては，個別事例としてみるならば一概にはい

えないというのが実態であろう。しかしながら，

それを決定するひとつの要素として，その地域

において一般的な「土地と農に関する捉え方」

を置くことができ，それを把握する際には「メ

ソアメリカ（Mesoamérica）」と「アリドアメリ

カ（Aridoamérica）」という対概念を利用する

のが適切である。

図 1 をみてみよう。ここでは，メキシコの国

土がその中ほどに横たわる曲線によって二分さ

れ，南側は「メソアメリカ地域」，北側は「ア

リドアメリカ地域」とそれぞれ命名されている。

これらはいずれも元来は考古学の概念で，前者

においては先スペイン期の遺跡・遺物が多数出

土する。すなわち，この地域では古くから人口

が稠密で，農耕を中心とする高度な文化が花開

いていたのである。このことが意味するのは，

メソアメリカ地域では土地に対する人口圧力が

高く，それゆえに共同体原理にもとづいた先住
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民独自の土地・水利の管理が行われていたとい

うことである。さらにいうならば，16 世紀に

到来したスペイン人は，こうした村落共同体の

首長を服属させることで，間接統治の形でこの

地域に住む先住民を支配した。したがって，こ

の地域では共同体的土地所有形態が植民地時代

はもちろんのこと現代に至るまで残存し，それ

がエヒードの制度設計にもその基盤として大き

な影響を及ぼした。またこの地域の伝統宗教に

あって主要な神として崇められ，人間の起源と

も捉えられていたトウモロコシは，単なる食料

ないし賃金財であることを超えるものとして扱

われていたのである。

それに対しアリドアメリカ地域は，先スペイ

ン期から一貫して人口密度が低く，居住してい

た先住民も狩猟・採集を主な生業としているこ

とが多かった。この地域は，銀資源を求めて入

植したスペイン人のほか，鉱山労働等に従事す

るためにメソアメリカ地域から移り住んでいっ

た人々が，もともとこの地域で生活していた先

住民を駆逐しつつ，いわば人工的な空間を形成

していった。このことから，アリドアメリカ地

域においては，土地所有制度について私的所有，

そして労働については賃労働関係が，それぞれ

優勢となった。このことは，栽培するものでは

なく購入するものであった食料はもとより，土

図 1　メキシコ全図

（出所）　筆者作成（白地図データは INEGI による）。
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地と労働についても商品として捉えられる傾向

がこの地域では早くからみられたことを意味す

る。また，土地に対する人口圧力が小さかった

こと，さらには先述のように先住民を駆逐しな

がら生活圏が拡大していった経緯からも，1 人

当り所有面積は必然的に大きくなった。

こうした北部の広大な土地は，19 世紀末に

は 連 邦 政 府 に よ っ て「 荒 蕪 地（tierras�de�

baldío）」とみなされた。それは，個人によって

所有登記されていないという意味においては

「無主」の地であったが，移住民の中には開拓

して居住の実態をもちながら登記を行っていな

かった者もあり，またその土地が非定住型先住

民の生活圏を形成している場合もあった。政府

は， 米 国 資 本 を 中 心 と す る「 測 量 会 社

（compañías�deslindadoras）」すなわちデベロッ

パーに対し，測量した土地の 3 分の 1 を国有地

とした上で，残る 3 分の 2 についてはその所有

権を認めることで開発と入植を図り，この地域

を国民経済に統合しようともくろんだ。しかし，

このことは同時に，大土地所有制度にさらなる

拍車をかけることにもなったのである。

このように，メソアメリカ地域は先スペイン

期以来の文化的伝統が色濃く残っている地域，

アリドアメリカ地域は外部からやってきた人々

が先住民を駆逐しつつ開拓していった地域とい

うことができる。農業部門に即していうならば，

前者においては，起伏の激しい地形で人口圧力

も高く，したがって狭隘な天水農地で家族労働

を中心にトウモロコシとフリホル豆を混作

し（注６），作物は自家消費を基本に余剰分をロー

カル市場に出荷する，日本語で「農家」といっ

てイメージされるのに近い生産者が優勢である。

他方，後者においては，比較的平坦かつ広大な

灌漑農地で商品作物を生産し，米国への輸出を

含む広域市場への出荷を前提とする「商業的農

業生産者」が卓越している。これは 1990 年代

以降，連邦政府が進めてきた「農業のビジネス

化」モデルにきわめて近い生産者と想定するこ

とができるであろう。ちなみにアリドアメリカ

地域においては，主食としてはトウモロコシよ

りも小麦が好まれるのが一般的である。

このような特徴を農地所有形態によって確認

しておくことにしよう。図 2 は，2007 年の農

業センサスデータにもとづく所有形態別の農地

面積比率を，図 1 で示されている 8 地域別にみ

たものである。①北西部，②北部，③北東部が

概ねアリドアメリカ地域に，残る④中西部から

⑧南東部にかけての地域が概ねメソアメリカ地

域に対応する。後述するような例外はあるもの

の，メソアメリカ地域ではエヒードおよび先住

民共同体の比率が高くなっている。特に総人口

に占める先住民比率の高い南部では，共同体の

占める割合が顕著である。それに対しアリドア

メリカ地域，特に北部と北東部では私有地が圧

倒的に優勢である。

以上の諸点を踏まえた上で，以下，土地所有

制度と食糧管理制度の変更がトウモロコシの生

産と流通にどのような影響を及ぼしたのか，そ

れぞれの地域別に検討していくことにしよう。

2 ．メソアメリカ地域の事例

⑴　農地所有制度改革がもたらした変化

すでに述べたように，完全所有権を取得して

エヒード制度から離脱した農地，およびエヒー

ド制度の枠内に残りながら所有権移転の対象と

なった農地は，その面積でみた場合，わずかで

あった。表 1 は，2008 年 12 月までの状況を先
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述の 8 地域別に示したものである（それぞれ表

中の（2）および（3））。これらの値がそれぞれ

の地域の中でどの程度の比率になるのかをみる

ために，2007 年農業センサスに掲載されてい

るエヒード総面積も同時に示してある（表中の

（1））。

これによれば，エヒード制度から離脱した農

地はそのほとんどがアリドアメリカ 3 地域にあ

り，メソアメリカ 5 地域の占める比率は 16.1

パーセントに過ぎない。州別のデータは同表で

は表現していないが，先住民比率の高い南部を

構成するチアパス，オアハカ，ゲレーロの 3 州

は，農地のほとんどない首都連邦区と総面積が

小さいモレロス州を除けば最下位に位置してい

る。エヒード総面積に占める比率でみると，両

地域間の違いはさらに際立つ。その数値は，北

東部で 11.2 パーセント，北西部 9.5 パーセント

と高くなっており，メソアメリカ 5 地域はいず

れも 3 パーセント未満である。このことからも，

特にメソアメリカ地域では，エヒードおよび先

住民共同体のほぼすべてが従来通りの土地所有

形態を維持したとみることができる。

エヒード制度の枠内で売買対象となったエヒ

ード農地の面積を同じく 8 地域別にみてみると，

メソアメリカ地域を構成する 5 地域の比率も決

して小さくない。むしろ，エヒード農地面積と

の比率でみた際には，もっとも高いのが首都メ

キシコ市を含む中東部で，東部，北東部，中西

0% 20% 40% 60% 80% 100%

南東部

南部

東部

中東部

中西部

北東部

北部

北西部

全国

エヒード

共同体

私有地

入植地

公有地

図 2　所有形態別農地面積の比率

北西部：バハカリフォルニア，バハカリフォルニア・スル，ナヤリト，シナロア，ソ
ノラ

北　部：コアウイラ，チワワ，ドゥランゴ，サン・ルイス・ポトシ，サカテカス
北東部：ヌエボ・レオン，タマウリパス
中西部：アグアスカリエンテス，コリーマ，グアナフアト，ハリスコ，ミチョアカン
中東部：連邦区，イダルゴ，メヒコ，モレロス，プエブラ，ケレタロ，トラスカラ
東　部：タバスコ，ベラクルス
南　部：チアパス，ゲレーロ，オアハカ
南東部：カンペチェ，キンタナ・ロー，ユカタン

（出所）　INEGI,�VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.
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部が僅差でそれに次いでいる。ここで注意した

いのは，第Ⅱ節でも触れたように，売却が行わ

れるのは農業生産のためというよりは，もっぱ

ら観光リゾート開発や住宅開発のためである。

近年，都市郊外で建て売りの戸建て住宅団地の

建設がブームのような状況を呈しており，人口

規模の大きな都市の多い中東部（首都圏），中

西部（グアダラハラ），北東部（モンテレイ）で

の比率が高いのは，こうした実態を反映したも

のであるように思われる。

農地の賃貸借については，どのようなことが

いえるであろうか。表 2 は，農地総面積のうち，

賃貸，分益小作，無償貸与に出されている面積

の比率を同じ 8 地域それぞれについて示したも

のである。これによると，農地のほとんどはそ

の所有者によって管理されていることがわかる

が，用益権が移転している農地についてみてみ

るならば，以下のようなことをいうことができ

る。

メソアメリカ地域に関していうならば，中西

部と中東部では賃貸借も全国平均を上回ってい

る。この地域では，次項でも若干触れる域外

（シナロア州や米国）の企業的農業生産者が栽

培・生産の通年化を狙った水平的拡大の一環で

生産設備を設置するケースが少なくない。また

筆者が 2012 年 8 月と 2013 年 2 月に訪れた中西

部ミチョアカン州のある先住民共同体では，近

年外部資本（出自不明）が共同体成員から分割

農地を賃借し，急激にアボカドの植え付けを拡

大しているということである。この形での農地

集積がメソアメリカ地域でも目立ち始めている

ことがうかがえる。

次に目を引くのは，無償貸借の比率が中西部

で 3.3 パーセントと際立って高いことである

（全国平均は 1.4 パーセント）。この地域に含まれ

るミチョアカン州（7.2 パーセント）やグアナフ

アト州（3.8 パーセント），ハリスコ州（2.9 パー

セント）は，古くから移民，特に米国への移民

を多く出している地域である。若年層の男子の

みが出稼ぎや移住を行うことも多いが，世帯ご

表１　完全所有権に転換，または所有権移転がなされたエヒード農地面積（単位：ヘクタール）

（1）エヒード面積 （2）完全所有権に転換 （3）エヒード内所有権移転 （2）/（1） （3）/（1）（（2）+（3））/（1）
全国 37,009,821 1,934,557 （100.0％） 448,245 （100.0％） 5.23％ 1.21％ 6.44％
北西部 8,455,776 805,421 （41.6％） 64,102 （14.3％） 9.53％ 0.76％ 10.28％
北部 9,265,407 619,393 （32.0％） 85,542 （19.1％） 6.69％ 0.92％ 7.61％
北東部 1,782,356 199,451 （10.3％） 32,169 （7.2％） 11.19％ 1.80％ 13.00％
中西部 4,129,231 117,780 （6.1％） 71,248 （15.9％） 2.85％ 1.73％ 4.58％
中東部 2,746,494 67,198 （3.5％） 73,591 （16.4％） 2.45％ 2.68％ 5.13％
東部 3,361,483 43,762 （2.3％） 69,001 （15.4％） 1.30％ 2.05％ 3.35％
南部 4,517,489 13,534 （0.7％） 42,028 （9.4％） 0.30％ 0.93％ 1.23％
南東部 2,751,585 68,018 （3.5％） 10,564 （2.4％） 2.47％ 0.38％ 2.86％

（出所）　（1）INEGI,�VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.
　　　　（2）Robles�Berlanga［2012b,�533］の数値をもとに筆者算出（原資料は RAN）。
　　　　（3）Robles�Berlanga［2012b,�535］の数値をもとに筆者算出（原資料は RAN）。

（注）　（2）および（3）のカッコ内は全国比である。



51

メキシコにおける農地所有制度改革浸透の地域間格差

と移住する場合，親族らに自らの農地を託して

いくことになる。また世帯主だけが出稼ぎ／移

住する場合でも，残された妻子や世帯主の両親

が十分な耕作を行えずに，やはり親族らに農地

が委ねられることもある。北部に分類されては

いるものの，農業の面では中西部に近い形態を

とっているサカテカス州も米国への出稼ぎ者／

移民送出州として知られるが，そこでの比率も

2.9 パーセントを示している。特にミチョアカ

ン州やサカテカス州では，その無償貸借される

農地の面積も賃貸借の 2 倍近くに達している。

ただし「無償貸借」が実質的に農地の「貸借」

と観念されているのかどうかは不明である。例

えば貸主が出稼ぎ者ないし移住者である場合，

事実上の占有権を確保するために親族や信頼の

置ける友人に「管理を委託する」ような感覚で

「貸している」こともあり得るからである。

また，南部や南東部ではどのような形であれ

農地所有権・用益権の移転はきわめて少ないこ

とも特筆すべきである。人口のうち先住民の占

める比率が高いこの地域では，共同体的な組織

がしっかりと残っている，また RAN に登記を

行なう習慣が根付いていない，あるいは，その

ような公的権力に対する信頼感が醸成されてい

ないなどの理由が考えられるが，この点につい

ては，人類学的手法によるものも含め，今後，

解明されていく必要がある。

⑵　農業生産構造の変化

それでは，メソアメリカ地域におけるトウモ

ロコシ生産は，どのような展開をたどったので

表 2　用益権が移転された農地の比率（単位：ヘクタール）

総面積 所有 賃貸借 分益小作 無償貸与 その他 合計
全国 112,743,248 106,405,718 2,667,457 677,657 1,557,289 1,435,124 6,337,527

100.0％ 94.4％ 2.4％ 0.6％ 1.4％ 1.3％ 5.6％
北西部 20,882,340 19,407,699 839,493 76,236 214,079 344,833 1,474,641

100.0％ 92.9％ 4.0％ 0.4％ 1.0％ 1.7％ 7.1％
北部 40,787,004 38,586,156 798,510 343,196 523,535 535,607 2,200,848

100.0％ 94.6％ 2.0％ 0.8％ 1.3％ 1.3％ 5.4％
北東部 10,027,799 9,560,342 200,193 23,409 109,910 133,945 467,457

100.0％ 95.3％ 2.0％ 0.2％ 1.1％ 1.3％ 4.7％
中西部 11,807,962 10,775,015 378,469 110,196 385,349 158,931 1,032,945

100.0％ 91.3％ 3.2％ 0.9％ 3.3％ 1.3％ 8.7％
中東部 6,156,742 5,685,938 181,675 88,705 105,099 95,324 470,803

100.0％ 92.4％ 3.0％ 1.4％ 1.7％ 1.5％ 7.6％
東部 7,947,844 7,699,295 101,184 11,452 75,487 60,425 248,548

100.0％ 96.9％ 1.3％ 0.1％ 0.9％ 0.8％ 3.1％
南部 9,828,720 9,502,716 135,220 21,785 115,295 53,704 326,004

100.0％ 96.7％ 1.4％ 0.2％ 1.2％ 0.5％ 3.3％
南東部 5,304,837 5,188,557 32,713 2,678 28,535 52,355 116,281

100.0％ 97.8％ 0.6％ 0.1％ 0.5％ 1.0％ 2.2％

（出所）　INEGI,�VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007 の数値をもとに筆者作成。
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あろうか。まず確認しておかなければならない

ことは，先にも触れたように，トウモロコシが

きわめて「メソアメリカ的」な作物であるとい

うことである。トウモロコシは，メソアメリカ

地域を原産地とし，数千年の長い時をかけて栽

培化された結果，現在のような姿になった植物

である。したがって，20 世紀前半まで圧倒的

に農村社会であったメキシコにあっては，その

栽培は，先祖代々受け継がれた在来種を中心と

するものであり，生産物は貯蓄としての家畜の

飼養も含めた自家消費にあてるのが基本であっ

た。ある程度の生産規模のある農家ならば余剰

分をローカル市場に出荷して現金収入を得るこ

ともあったろうし，また十分な生産量が得られ

ない農家にあっても，貯蔵の問題や現金の必要

性に応じて，生産したトウモロコシをローカル

市場で売却し，不足時にはまた市場で購入する

というような行動パターンも一般的であった。

メヒコ州とチアパス州（およびシナロア州）

で 1990 年以降，1 シーズンでもトウモロコシ

を作付けしたことのある生産者 1459 人（注７）を

サンプルに調査を行った Eakin�et�al.�［2014,�

141］によれば，メヒコ州のサンプルの 15 パー

セント，チアパス州の 50 パーセントが余剰生

産者（注８）であった。しかしながら余剰生産者で

あっても，必ずしもトウモロコシが主たる所得

源泉であるわけではない。チアパス州では 42.5

パーセント，メヒコ州では 61.3 パーセントの

余剰生産者が農外所得を主たる所得源泉として

いた［Eakin�et�al.�2014,�143-144］。日本における

用語を援用するならば「第二種兼業農家」であ

る。彼らにとってトウモロコシの作付けは，農

外所得を補完するものであるか，あるいは食味

に優れると認識されている在来種トウモロコシ

を，場合によっては農外所得を投入しつつ確実

に入手するための手段なのである。

どちらの州のサンプルでも余剰生産者は 20

～25 パーセント，それ以外の生産者は 75～80

パーセントのトウモロコシを自家消費する。そ

れでは販売・出荷されるトウモロコシはどのよ

うに流通するのであろうか。どちらの州でも多

いのは，近隣住民や親族，庭先までやってくる

仲買人であり，メヒコ州の場合にはこれにカン

トリーエレベーターが，チアパス州の場合には

グアテマラの仲買人が加わる。両州で生産され

たトウモロコシが流通するのは，インフォーマ

ルなローカル市場か，せいぜい地域市場（例え

ばチアパス州の場合であればトゥクストラ・グテ

ィエレス（Tuxtla�Gutiérrez）やサン・クリストー

バ ル・ デ・ ラ ス・ カ サ ス（San�Cristóbal�de� las�

Casas）といった州内主要都市市場）であり，ト

ルティージャ製造業者など大口需要者はシナロ

ア州やハリスコ州などから輸送されてくるトウ

モロコシを選好するという［Eakin�et�al.�2014,�

143-146］。このように全国市場で流通するトウ

モロコシは，ハイブリッド種で規格化されてい

ること，大規模ロットでの流通経路が確立して

いることなどが要因として考えられる。

メソアメリカ地域で少々異なる様相をみせて

いるのが，ハリスコ州，グアナフアト州，ミチ

ョアカン州などの中西部である。メヒコ州を含

む中東部では 1990 年代以降，トウモロコシの

単収はヘクタール当り 2 トン台半ばで横ばいに

推移しているが，ハリスコ州では同じ期間に同

3 トン前後から 5 トン前後へとじわじわと増加

している。これは，規模拡大は起こっていない

ものの，ハイブリッド種子が急速に普及したこ

とによる。また CONASUPO の消滅により一
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度は販路を失ったトウモロコシ生産者が，

ASERCA の推進する「契約農業」プログラ

ム（注９）を活用しつつ，商業的な性格を強めてい

ったことも今ひとつの要因として数えることが

できる。しかしながら，この地域の生産者は，

農産物の多角化，兼業，都市や米国への出稼

ぎ・移住等を組み合わせて生活を成り立たせる

戦略をとっている［谷�2011］。これは，トウモ

ロコシ専業では生活を成り立たせることができ

ない土地所有規模の反映である可能性もあるが，

少数の生産者が土地の集積を通じたトウモロコ

シの単作化に進んでいない実態は，これがむし

ろメソアメリカ地域的特徴の反映であることを

示唆しているように思われる。

3 ．アリドアメリカ地域の事例

⑴　農地所有制度改革がもたらした変化

�本項では，アリドアメリカ地域の事例とし

て北西部のシナロア州を取り上げる。これは，

同州においてはトウモロコシ生産が 1990 年頃

までほとんどみられなかったものが，その後急

速に生産高を伸ばし，2000 年代後半には年間

およそ 500 万トンとメキシコ最大のトウモロコ

シ生産州となったことによるものである。

今一度，図 2 を確認しておこう。北西部は，

図 1 ではアリドアメリカ地域に含められている

が，例外的にエヒードの比率が高くなっている。

これはシナロア州の数値が大きく効いているた

めである。それは，シナロア州内陸の山間部が

歴史的にメソアメリカ地域的特徴を有している

こと，またアリドアメリカ地域的特徴を示して

いる海岸付近の平野部でも，農地改革が大規模

に行われた結果，数多くのエヒードがみられる

ことによる。1990 年以前にシナロア州内でト

ウモロコシが生産されていたのはもっぱら内陸

山間部の天水農地においてであり，そこでの単

収はヘクタール当り 1～2 トンと，前項でみた

中東部，中西部などよりもさらに低かった。そ

れに対し急速にトウモロコシ生産を拡大させた

のは，海岸平野部の灌漑農地においてであった。

表 1 でみた完全所有権に転換したエヒード農

地は，そのほとんどがアリドアメリカ地域に所

在するものであった。なかでも北西部は全体の

41.6 パーセントを占め，最大であったが，実は

シナロア州の値は同 2.6 パーセントと必ずしも

高くはない。これは前項でも述べたように，所

有権の移転については，農業以外の目的のため

に行われることが多いことを反映したものであ

ると考えられる。

他方，表 2 で示されている賃貸借については，

北西部は全国平均の 2.4 パーセントに対して

4.0 パーセントと著しく高くなっている。表 2

では州別のデータは掲げていないが，シナロア

州に限ってみると，この比率は 10.6 パーセン

トに達する。Robles�Berlanga［2012b,�533］に

よれば，シナロア州にあるエヒード農地およそ

30 万ヘクタールのうち，その耕作権をもつエ

ヒード農民自身によって耕作されているのは約

5 万ヘクタールに過ぎず，残りは賃貸に出され

ているという。シナロア州においては，賃貸借

を通じた農地の集積と大規模化が進んでいるこ

とがこのデータからはうかがえる。

⑵　農業生産構造の変化

前節で述べたとおり，1990 年代には農地所

有制度改革が断行された一方で，CONASUPO

の業務が縮小され，その過程で政策的にトウモ

ロコシの相対価格が改善された。このような変

化に敏感に反応したのがシナロア州の商業的農
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業生産者であった。同州，特に太平洋沿岸の低

地は，トマトをはじめとする蔬菜・果実類，小

麦，大豆，ひよこ豆などの主に輸出向け産品が

生産され［Appendini�2014,�8］，連邦政府もこれ

らの輸出向け農産物を貴重な外貨獲得源として

認識し，1950 年代後半から大規模灌漑施設の

建設に力を入れるなど［Hewitt�de�Alcántara�

1978;�Wilkie�1970］，近代的・商業的な農業生産

が卓越していた。この政府の政策変更により，

シナロア州では 1990 年代初頭から猛烈な勢い

でトウモロコシの生産量を増やしていった（図

3）が，その生産は，他の地域でのそれとは対

照的に，秋冬シーズンに灌漑農地で行われるも

のであった。

この過程で CONASUPO は，シナロア州か

らのトウモロコシ調達を増やしていったが，こ

の過程には前史がある。同公社の大きな目的の

ひとつに，首都を中心とする都市部への円滑な

食糧供給があったが，北部・北西部での大規模

商業生産が古くから盛んであった小麦とは対照

的に，トウモロコシの場合は先述の通り，自家

消費を基軸に据えた生産が主流であり，小口の

生産者が多かった。これが効率的な集荷と流通

の 妨 げ と な っ て い た の で あ る。 そ の た め

CONASUPO は，1970 年代にメキシコ市近郊

のメヒコ州にトウモロコシ買い付けのための施

設を整備し，同州を首都に対するトウモロコシ

供給基地としたのである。それが 1990 年代に

入ると，それまでみられなかった大口の生産者

がシナロア州に出現したことから，同公社は一

気に同州からの調達にシフトしたのである。

1989 年から 1993 年までの間に同公社のトウモ

ロコシ買い付け量は 170 万トンから 640 万トン

に大幅に増加したが，そのうちシナロア州のシ

ェアは同じ期間に 1.5 パーセントから 25 パー

セントへと激増したのであった［Appendini�

2014,�8］。このことは，NAFTA の締結・発効

へと向かう流れの中で，生産性の高い生産者へ

の梃子入れを行うことで主食用の白トウモロコ

シの国内生産を確保し，食糧安全保障を図ろう

という農業省内部にあった考え方を反映したも

のであった［Appendini�2014,�7-8］。1990 年に大

幅に引き上げられた保証価格のみならず，シナ

ロア州のトウモロコシ生産には多額の政府補助

金 が 投 入 さ れ た［Eakin,�Bausch�and�Sweeney�

2014,�40-41;�Fox�and�Haight�2010］。

図 3 において示されているように，1990 年

以降のシナロア州におけるトウモロコシ生産の

増加は，作付面積の拡大というよりは単収の増

加によるものである。州平均でヘクタール当り

10 トンにも及ぶ単収は，米国におけるそれに

匹敵するほどの高い生産性を反映するものであ

る。しかしこのことは，同州におけるトウモロ

コシ生産が多投入・高コストという体質をもつ

ものであることも同時に反映している。そして

このように生産コストがかさむことによって，

エヒードを中心とする小規模生産者は，自己資

金の少なさもさることながら小規模ゆえの交渉

力のなさも手伝って運転資金を十分にまかなう

ことができず，農地を賃貸に出して農業部門か

ら退出せざるを得なくなっている。農地を売却

ではなく賃貸に出すのは，毎年作付けの前に一

定額の地代を手にできることをメリットと捉え

て い る か ら だ と い う［Eakin,�Bausch�and�

Sweeney�2014,�42-43］。

その一方で大規模生産者にとっても，多投入

による高コスト生産は，こうして土地用益市場

に出回った農地を集積してさらに大規模化を図
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り，規模の経済の実現による収益の増大を図ら

なければ，経営がたちまち立ちゆかなくなって

しまうという現実を生み出している。そしてこ

のように経営規模を拡大し，またその規模に見

合った設備投資を行うことで，これらの生産者

はますますトウモロコシ生産以外の選択肢を狭

められてきているという［Eakin,�Bausch�and�

Sweeney�2014,�40］。このような過程を経て増加

したシナロア州のトウモロコシ生産は，2000

年代後半には全国生産高の 4 分の 1 ほどを占め

る水準に達しており，この大規模性が連邦政府

に対して補助金を要求する際の交渉力にも反映

している。古くから商業的農業が卓越していた

シナロア州においては，1992 年の時点で土地

所有制度改革を受容する素地がすでにあり，そ

れが広く平坦な農地と充実した灌漑設備の存在

とも相まって，賃貸借による農地の集積を通じ

た大規模トウモロコシ生産の発達に結びついた

ということができる。

さて，CONASUPO は 1995 年頃からトウモ

ロコシ関連の事業も縮小を始め，1999 年には

完全に廃止されたが，1990 年代に入ってから

同公社が築いたシナロア州からの集荷・流通シ

ステムは，その後のトウモロコシの流通・消費

形態にも決定的な影響を及ぼすところとなった。

先にも述べた通り，これによってトウモロコシ

は，メキシコの歴史において初めて大口の供給

元から大量に，かつ長距離の輸送を経て都市部

へ運ばれることになった。CONASUPO が退出

したその空隙は，民間のアグリビジネスが埋め

ていくことになったわけであるが，その流通過

程 は 全 国 的 規 模 に 広 が り， か つ Cargill，

Maseca，Minsa，Sabritas（注10）といった大企業

によって担われるようになった。このことは，
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図 3　シナロア州トウモロコシ生産指標

（出所）　INEGI［varios�años］。
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トウモロコシの消費形態の変化にも繋がってい

る。主食として食卓に上るトルティージャ

（tortilla）もトウモロコシの穀粒ではなく，

Maseca，Minsa の 2 社で全国シェアの 90 パー

セントを占めるトウモロコシ粉から加工される

ものが主流になりつつある［Eakin�et�al.�2014,�

144］。

このように土地所有制度の変更は，それがシ

ナロア州において受容されたことと相まって，

同州におけるトウモロコシ生産の大規模化，大

規模アグリビジネスによるトウモロコシ流通の

全国的展開，メキシコ全土におけるトウモロコ

シ消費形態の変容に結びついたのである。

お わ り に

前節まででみたように，全国一律に施行され

た 1992 年の土地所有制度改革は，新開地とし

て開発された歴史をもち，かつ土地の私的所有

権や賃金労働，あるいは商業的農業といった資

本主義的経済慣行が浸透していたアリドアメリ

カ地域において相対的に実践の度合いが高かっ

たということができる。それに対しメソアメリ

カ地域においては，主として家族労働によりト

ウモロコシとフリホル豆という基礎食糧を中心

に自家消費を基本とした栽培を行うという永年

の慣行が，農地所有や食糧流通制度の変更にも

かかわらず，残存する傾向が強かった。この地

域における生産者は，余剰トウモロコシをロー

カル市場に出荷するほか，より付加価値が望め

る蔬菜・果実類の栽培，農業以外の産業との兼

業，国内外への出稼ぎで獲得された現金収入を，

トウモロコシの自家消費と組み合わせることに

よって，生活の戦略を高度化させてきたという

ことができる。

このように，メキシコにおける農地所有制度

改革は，その地域特有の「土地と農に関する捉

え方」にしたがって適応する過程を経ながら，

地域ごとに異なる営農形態を現出することにな

った。他方，この農地所有制度改革自体はもと

より，連邦政府による「契約農業」推進政策の

存在，都市部や米国への出稼ぎの経験や移住者

の往来，外部資本による農地の借り上げと大規

模な商業的農業生産の導入なども相まって，法

制度の変更から 20 年以上を経たメソアメリカ

地域の農村の状況にも変化の兆しが現われ始め

ている。メソアメリカ地域内で，例えば中西部

と中東部のように，分化が起きている実態は，

そうした変化の方向を示唆しているのかも知れ

ない。本稿で示したような事象については，今

後その過程と帰結とを，より実証的に検討して

いく必要があろう。また，本稿では，メソアメ

リカとアリドアメリカという大きな括りでの地

域区分しか行なわなかったが，より小さな範囲

を対象として比較研究を行なっていく必要があ

ろう。これらをもって今後の課題としたい。�

（注 1 ）新自由主義的改革の全体像については，
Haber�et�al.�［2008］を参照せよ。
（注 ２ ）農地所有制度改革それ自体については，

Cornelius�［1992］，Cornelius�and�Myhre�［1998］，
De�Janvry,�Gordillo�and�Sadoulet�［1997］を参照
せよ。
（注 ３ ）この点についてより詳細には，谷

［2013］を参照されたい。
（注 ４ ）メキシコの食糧管理制度および保証価

格 制 度 に つ い て は，Appendini�［1985］，Solís�
［1990］，Martínez�［1990］，Fox�［1993］，Ochoa�
［2000］を参照せよ。

（注 ５ ）フリホル豆（frijol）はインゲン豆の一
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種で，メソアメリカ地域（第Ⅲ節第 1 項参照）
の伝統的な食生活において主食であるトウモロ
コシに次ぐ重要性を与えられていた。肉食が一
般的でなかった先スペイン期においては，フリ
ホル豆が重要なタンパク源であった。
（注 ６ ）トウモロコシとフリホル豆を中心に自

家消費向けの蔬菜類なども混作する畑は「ミル
パ（milpa）」と呼ばれ，これが先スペイン期以
来の伝統的な耕作方法であった。自家採種の在
来種が作付けされることも相まって作物ごとの
単収は低いが，フリホル豆が根粒細菌の窒素同
化作用で地力を維持する役割を果たすほか，そ
の蔓がトウモロコシの茎に絡みつきながら生育
することで風雨によっても倒れにくくなるなど，
その意味での合理性を備えた耕作方法というこ
とができる。
（注 ７ ）内訳は，メヒコ州 407 件，チアパス州

603 件，シナロア州 449 件であった［Eakin�et�
al.�2014,�139］。
（注 ８ ）家計構成員の必要量の 1.25 倍を超える

生産量を上げていた場合，「余剰生産者」とみな
している［Eakin�et�al.�2014,�140］。
（注 ９ ）名称は「契約農業」であるが，購入者

側が融資や投入財等の前貸し，技術指導などを
行なう通常の「契約栽培」のような形態ではなく，
政府機関である ASERCA が仲介者となって生
産者と需要者が播種前に売買契約を取り結ぶも
のである。
（注10）Cargill は周知の通り世界規模の穀物メ

ジャーであり，メキシコ国内においても穀物流
通に大きな役割を果たしている。Maseca および
Minsa は国内資本の製粉メーカーで，いずれも
トウモロコシ粉ではほぼ寡占状態である。
Sabritas も国内資本の企業であるが，メキシコ
有数のスナック菓子メーカーである。
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